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日本 の現状 と課題

大 野 智 弘

1.は じ め に

国際会計 基準 委員会(以 下,IASC)は,証 券監 督者 国際機構i(10SCO)の

支持 を得 て,国 際会 計基準(以 下,工AS)の 改 訂 と新 たなIASの 設定 を精 力 的

に進 めて きた。そ の結 果,こ れ まで に公表 されたIASは 全 部で40号 にまで達 し,

適用が 求 め られ るIASだ けで も36と い う数 にの ぼる。 以下,本 稿 の 目的は,日

本 にお けるIASへ の対 応 の状 況 を考察す る ことにあ る。 と りわ け,工 事収益 の

認識 を取 り上 げて,そ の現状 と課題 を考察す るこ とに したい。 なお,本 稿 の考

察 において,工 事収 益 の認 識 を取 り上 げ るの には,次 の点 を考慮 した。

第1に,近 年 の 日本で は,金 融証券 市場 を活性化 す る観点 か ら,大 規模 な会

計制度改 革が行 われて きた。そ して,会 計基準 の 国際的調和化 を取 り上 げ る場

合 には,し ば しば新 たな会 計基準 の設定が 問題 に されて きた。 会計制 度改 革で

は,「 連結財務 諸表制 度の見直 しに関す る意見書」(1997年6月),「 連結 キ ャ ッ

シュ ・フ ロー計算 書等 の作 成基準 に関す る意 見書 」(1998年3月),「 企 業年 金

に係 る会計 基準 の設 定 に関す る意見書」(1998年6月),「 税 効果 会計 に係 る会

計 基準 の設 定 に関す る意見書 」(1998年10月)及 び 「金融商 品 に係 る会 計基準

の設定 に関す る意 見書 」(1999年6月)等 が 公表 され て きたが,こ れ らの意見

書 で はす で にその策定段 階か ら会計基準 の 国際的調和化 が意 図 され ていたi)。

第2に,IASCは1987年 に始 まる比 較可 能性 プ ロ ジェク トにお いて,IASに
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お ける代替 的 な会計処 理 の削 減又 は削 除 を進 めて きた。本稿 で取 り上 げる工事

収 益 の認識 は,そ の比較可 能性 プ ロジェ ク トにおい て,旧IAS11号 「工 事契約

の会計」 の見直 し作 業の 中で審議 された。

改訂 当時,工 事収益 の認識 につい ては,さ まざ まな形 で議論 が交 わ されたが,

結 局,工 事 進行 ・基準へ の一元化 を図 る形 で,1993年 に改訂 版IASI1号 「工事 契

約 」 が公 表 され て い るii)。そ して,相 当 の歳 月が 経 過 した現在,改 訂 され た

IASに 対 して,日 本 の会計 がいか る対 応 をな してい るのか は,極 めて興 味深 い

ところであ る。そ れ と同時 に,今 後 のIASへ 対応 を考 える上 で も重要 なこ とで

あ る。

2.IAS11号 の 規 定 内 容

IAS11号 は,工 事 契約 の会 計処理 にあた って適用 され なけれ ばな らない基準

書 と して,IASCが1993年12月 に改 訂 ・公表 した もの であ る。 本基準 書 にお け

る工事契約 には,橋 梁,建 物,ダ ム,パ イ プライ ンな どの単一 資産の建設工事,

精錬 所や他 の プ ラ ン ト又 は設備 な どの複合 体 の建 設工事 のほか に,プ ロジェ ク

トの監 理者 や 設計 者 の役 務 の給付 に関す る契約iii)及び資産 の破棄,修 復 とそ

の後 の環境 の修 復 に関す る契約 な どが含 まれ てい る(par.4,5)。

本節 で は まず,IAS11号 の規定 内容 につ いて取 り上 げ る。 ここで はIAS11号

の特 質 を3点 ほ ど指摘 し,そ れ に関連 して工事 契約 に係 る会計処理 の 内容 を明

らか にす る。 なお,規 定 の詳細 は,[表1]に 示す とお りで あ る。

一[表1]IAS11号 にお け る規 定 の詳 細 一
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工 事 契 約8.以 下 の場合 には,単 一 契約 内 にあ る複 数 の建 設工事 は,各 々に独 立 した工

の 分 割 と 事 契約 になる。

(a)個々の資産 に対 して別個 の見積 書が提示 されてい る,(b)個 々の資産が各 々に

独 立 して交 渉が可 能 であ り,し か も施工 者及 び発注者 が個 々の資産 に関 して,

その契約 の一部 を受諾 又 は無効 にで きる,及 び(c)個 々の資 産の原価 と収 益が 区

別で きる。

9.以 下 の場 合 には,発 注者 の単数 ・複 数 に係 わ らず,一 群 の契約 は単一 の工

事 契約 になる。(a)一 群 の契約が 一括 して取 り決 め られ ている,(b)そ れ らの契約

が事 実上非常 に密接 に相互 関連 しているため に,総 体 的利 幅 を伴 う単 一の プロ

ジェク トの構 成要素 にな っている,及 び(c}そ れ らの契約が 同時進行又 は連鎖的

に履行 され る。

10.以 下 の場合 には,追 加 資産 の建 設工事 は独 立 した工事 契約 にな る。(a}追 加

資産が,そ の設計,技 術 又 は機 能 にお いて,当 初 の契約 に よる資産 あ るい は資

産群 と大 きく異 なる,又 は(b)追 加 資産の価格 が,当 初 の契約価 格 と無 関係 に取

り決 め られている。

工 事収 益

と原価 の

算定

工 事収益

と費用 及

び予想 さ

れ る損 失

11.工 事収益 は,以 下 の ものか らなる。(a)工 事 契約 で合意 された当初 の収益 額

と,(b)契 約内容 の変更,ク レー ム及び報奨金 の うちω収 益 に帰 着す る可 能性 が

かな り大 きい範 囲で,か つ(ii)信頼性 をもって測 定で きるもの

16.工 事原価 は,以 下 の ものか らなる。(a)特 定 の契約 に直接 関連す る原価,(b)

当該 請負 業務 全般 に帰属 させ る こ とがで き,か つそ の契約 に配分 で きる原価,

及 び(c)契約 の条件 に よ り,発 注者 に個別 に賦課で きるその他 の原価

22.契 約結 果が信頼性 を もって見積 れ る場 合,そ の工事 契約 に関連 した収 益及

び原価 は,請 負 業者 の貸借 対照表 日現在 の進捗 度 に応 じて,収 益 及 び費用 と し

て認識す る。

23.確 定価格 契約 の契 約結果 は,以 下 の条件 が満 た された ときに信頼性 をもっ

て見積 るこ とが で きる。(a)工 事総収益 額が信頼性 を もって測 定で きる,(b喫 約

に関連 した経済 的便益が その企業 に もた らされ る可能性 がか な り大 きい,(c)契

約 の完 了 に要す る工事 原価 と貸借対 照表 日現在 の契約 の進捗度 の両方が信 頼性

を もって測定 で きる,及 び(d喫 約 に帰属 させ る ことが で きる工事 原価が,実 際

に発生 した工事 原価 を従前 の見積 も りと比較 で きる ように明確 に識別で き,か

つ信頼 性を もって測 定で きる。

24.原 価加算 契約 の契約 結果 は,以 下の条件 が満 た された ときに信 頼性 をもっ

て見積 るこ とが で きる。(a喫 約 に関連 した経済的便益 がそ の企 業 に もた らされ

る可能性 がか な り大 きい,(b喫 約 に帰属 させ る ことがで きる工事 原価が,個 別

に補償 され るか否か にかかわ らず 明確 に識別 で き,か つ信 頼性 をもって測 定で

きる。

32.契 約結果が信 頼性 を もって見積 れない場合 には,(a)収 益 は発 生 した工事 原

価が 回収 可能 と見込 まれ る範 囲 まで認識 し,(b)工 事 原価 は発生 した期 間に費用

として認識す る。

35.契 約結果 の信 頼性 あ る見積 りを妨 げていた不確実性 が存在 しな くなった場

合 には,工 収益 及 び原価 は,貸 借対照 表 日現在 の進捗 度に応 じて,収 益及 び費

用 として認識す る。

36.工 事総原価 が工事総収 益 を超過 す る可 能性 がか な り大 きい と き,予 想 され

る損失 はただちに費用 として認識 する。

(注)最 初 に付 された番 号 は,IAS11号 のパ ラグラフを示 す。
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(1)法 的形式 と しての工事 契約 と会計 上 の取 引単位

ひ とつ の建 設工事 につ いて個 々に契約 が締 結 され る単純 なケー スで は,法 的

形 式 と しての工事 契約 が,そ の まま会 計上 の取 引単位 とみ な され る。 しか し,

契約 内容が複雑 になれば なるほ ど,そ の こ との合理性 が 問われ なければ な らな

い。 なぜ な ら,法 的形 式 に従 うこ とが,必 ず しも工事 契約 の経 済的実 質 を財務

諸 表 に反映す る もの とは限 らないか らであ る。 また,経 済 的実 質 を反 映すべ く

法 的形式か ら離れ る に して も,財 務諸表作 成者 の判 断が多様 にな され る と,財

務 諸表 の比 較可 能性 を損 う危 険性 もあ る。 そ こでIASI1号 で は,会 計上 の取 引

単位 とな る工 事契約 につい て,分 割 と結合 に関す る規定 を設 けて い る。

(2)契 約 内容 の変 更 と工事収 益及 び原価 の算 定

工事 契約 は建 設工事 の施行前 に結 ばれ るため に,そ の後,さ ま ざまな事情 に

よ り変更 ・修正 され るこ とが あ る。例 えば,施 工者 の事 情 で契約 の完 了が遅延

す る場合,発 注者 の事情 で資産 の仕様 や設 計の変 更及 び契約期 間の変 更が行 わ

れ る場合,あ るいは発注 者が原 因 となる遅延や資 産の仕様及 び設計 に誤謬が生

じる場合 な どで ある(par.12-14)。

こう した諸事象 の発生 は,当 初 の工事 収益及 び原価 の見積 額 に影響 を及 ぼす。

原 因が施工者 にあ る場合 には違約 金 の支払 い な どに よ り収益 の減少が生 じ,発

注者 に原 因が あ る場合 には収益 または原価 の増減 が生 じる(par.12-14)。 そ こ

でIAS11号 で は,契 約 内容 の変 更 な ども踏 まえて,工 事収益 及 び原価 の算 定 に

関わ る規定 を設 けてい る。

(3)工 事 契約 の長期 性 と工 事収益 及 び費用 の認識

IAS11号 で は,工 事契約 を 「単一 の資産 も し くはその設計,技 術 と機 能あ る

いはその最終 的 な 目的や用 途が密接 に相互 関連又 は相 互依存 してい る複 数 の資

産 の結合 体 の建 設工事 の ため に特 別 に交 渉 され る契約 」(par.3)と 定 義す る

ため に,そ の適用 を判 断す る上 で は,工 事 契約期 間の長短が直接 問題 にされ る

ことはない。 しか しなが ら,請 負 契約 に基づ く建設工事 は,複 数の会計期 間に
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またが り施 行 されるのが一般 的 なこ とか ら,工 事収 益及 び費用 の認識(期 間帰

属)は 常 に主 要 な論 点 とされて きた。

[表1]に み る ように,IASll号 で は,工 事完成 基準 が完全 に排 除 され てい

るiv)。IAS11号 で は,工 事=進行基準 の適用 が,期 中 にお け る建設 工事 の進捗 度

と経 営成 績 に関す る有用 な情 報 を提 供 す る と してい る(par.25)。IASの 意 図

は,工 事契約 の経済 的実質 を適正 に財務諸 表 に反 映 させ る こ とに向け られ てい

る。

3.日 本 にお ける工事進行基準の適用

会 計基準 の国際 的調和 化 を進 め る限 り,IASへ の対 応 は不 可避 であ る。そ の

こ とは会計基準 の設 定 に際 し,IASを 反映 させ よ うとす るア プローチ を採用 し

た連結財 務諸表,金 融商 品会計基準,年 金会 計基準 な どの新 しい会計基準 だけ

で な くv),従 来 か ら存在 す る会 計基準 につ い て も当 ては まる こ とであ る。 以下

本節 で は,工 事収益 の認識 に関 して,日 本 にお ける工事 進行基準 の適用状 況 に

つ いて考 察 を行 う。

(1)企 業会計 原則 と工事 進行基準

企業 会計 原則 の損益 計算 書原則3Bで は,「 売 上高 は,実 現主 義 の原則 に従

い,商 品等の販売又 は役務 の給付 に よって実現 した もの に限 る。 た だ し,未 完

成請負工事 等 につ いて は,合 理的 に収益 を見積 り,こ れ を当期 の損益 計算 に計

上 す る こ とがで きる。」 と規定 して いる。 また,企 業会計原則注 解7で は,「 長

期 の請負工事 に関す る収益 の計上 につ いて は,工 事進行基準 又 は工事 完成基準

の いず れ か を選択 適用 す る こ とが で きる。」 と規 定 してい る。す な わち,工 事

収益 は収益 認識 の基本 原則 であ る実現 主義の原則 に よって,完 成工事 の引渡 し

時点で認識 す る(工 事 完成基準 に よって認識す る)の が適 当で あるが,但 し書

きの規定 に よ り,工 事 の進行程 度 に応 じて工事収益 を認識 す る こ とも(工 事進

行基 準 に よって認識 す るこ とも)認 め られ るのであ る。企業 会計原則 の基本 的
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な立場 として は,工 事進行基 準 を例外 的 に規 定 してい る とい わ ざるをえない。

ところで,工 事収益 に係 る企業 会計原則 の規 定 は,IAS11号 の改 訂後 にお い

て も変更 されて い ない。 それ ゆ え,IASへ の対応 は企 業 自 らが工事 進行基準 を

適用す る こ とに求 め られ る。2000年 度3月 期 決算 に係 る全 国上場会社 の 「公 認

会計 士 の監査 意見 」 と 「企業側 の注記 」 の調査vi)に よれ ば,工 事 収益 の認 識

に関 して,工 事完 成基準 か ら工事進行 基準へ会 計処理 の変更 を行 った企業 が6

社,工 事進 行基準 の適用基 準 を変更 した企業 が8社 あ った とされ てい る([表

2]を 参照)。

一[表2]工 事 進行 基準 に係 る会 計処理 の変 更一

1.工 事完成基準か ら工事進行基準への変更

企業名 工事進行基準の適用工事 変 更 理 由

(1) 近畿通信建設 工期1年 超,か つ請負金

額5億 円以上の工事

①期間損益 をより適切に表示する

②建設業界 においても会計慣行 として定着 し
つつある

③長期大型工事の受注が今後 とも安定的に見

込 まれる

(2) 常盤興産 工期1年 以上,請 負金額

2億 円以上の工事

①請負工事の長期 ・大型化が今後 とも継続す

ると見込 まれる

②期間損益の適正化 を図る

(3) 第一実業 請負 金額50億 円以上,か

つ工期2年 以上 の工事

①請負工事が長期 ・大型化する傾向がある

②期間売上,損 益の適正化 を図る

(4) テ クノ菱和 工期1年 以上,か つ請負

金額5億 円以上の工事

①工事 の長期化傾向が強 まり,今 後 とも継続

すると見込まれる

②期間損益 をより適正に行う

(5) パ ス コ 長期の請負業務 ①官公需への依存度が高 く,期 間売上の上半

期 と下半期との季節変動が非常に大きい

②期間売上お よび期間損益 をより適正に表示

する

③中間財務諸表作成基準の予測主義か ら実績

主義への変更

(6) 大木建設 工期1年 超,か つ請負金

額10億 円以上の国内工事

①工事が長期大型化する傾向

②期間損益の適正化 を図る
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2.工 事進行基準の適用基準の変更

企業名 工事進行基準の適用工事 変 更 理 由

(1) 植木組 工 期24カ 月以上 かつ請負 ①受注工事の小型化への対応

金額20億 円以上 を工期1 ②期間損益の適正化を図る

年以上かつ請負金額10億

円以上に変更

(2) 川崎製鉄 工 期1年 以上,請 負金額 ①大型工事の減少傾向

70億 円以上 のエ ンジニァ ② より適正な期間損益計算を図る

リ ング事 業 に係 る工事

(橋 梁 ・鉄構 事 業 は1年

以上 ・請負金 額5億 円以

上)を エ ンジニ ア リ ング

事業(橋 梁 ・鉄構事業 を

含 む)に 係る工期1年 以

上 ・請 負金額5億 円以上

の工事 に変更

大同特殊鋼 工 期2年 超 ・20億 円以 上 ① 工期 の短 い小型の受注工事の比率 が高 ま

を工期1年 超 ・10億 円以 り,今 後 もその傾 向が継続す る と見 込 まれ

上に変更 る

②期問損益の適正化を図る

高田機工 工期1年 以上かつ請負金 ①工事大型化 に伴 う工事進行基準の対象工事

額3億 円以 上で,工 事 進 件数の増加

捗率50%以 上の橋梁工事 ②5億 円未満の工事 に工事完成基準を適用 し

につ いて,請 負金 額 の適 て も毎期の損益に重要な影響 を及ぼさない

用条件 を5億 円以上に変 ③事務処理の合理化

更

高松建設 工期1年 以 上,請 負金 額 ①工期の長期化(1年 以上)

15億 円以上 を工期1年 以 ② より適正な期間損益計算を図る

上に変更

フ ジタ 工期24カ 月以上 かつ請 負 ①工事進行基準 をより合理的な会計処理であ

金額50億 円以上 を工期12 るとする傾向がある

カ月超かつ請負金額20億 ②請負金額50億 円以上の受注が減少 し,請 負

円以上に変更 金額20億 円以上50億 円未満 で工 期12カ 月超

の工事受注の増加傾向が顕著

③受注規模に合わせたより適正な期間損益計

算を図る

三井建設 工期12カ 月以上,工 事価 工事進行基準の方が より適正に各事業年度の

格20億 円以上を工期が1 経営成績を表示する

年 を超 える工事(た だ し,

工事価格5億 円未満 を除

く)に 変更

三菱重工業 工期3年 以上かつ請負金 ①長期請負工事の割合が高 く,今 後 もこの傾

額500億 円 以上 を工 期2 向が続 く

年 以 上 かつ150億 円以 上 ② より適正な期間損益計算 を図る

に変更 ③平成10年 度の税制改正 を契機 とする
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[表2]に み られ る ように,工 事 完成基準 か ら工事 進行基準へ の変 更理 由は,

主 に請負 工事が長期 化 ・大 型化 す る傾 向 にあ るこ とを踏 まえて,期 間損益計 算

の適正化 を図るためで あ る。 また,工 事 進行基 準 を適用 して きた企業が,そ の

適用基準 を変更す る主 な理 由 は,請 負 工事 の受注規模等 に合 わせ て,よ り適正

な期 間損益 計算 を行 うためで ある とされ てい るvii)。

こう した点 か ら考 える と,日 本 にお ける現状 は,工 事期 間及 び受注額等 によ

って違 い はある ものの,い ずれ の企業 にお いて も,期 間損 益計算 の適正化 を図

るために工事完成基 準 の適用 を促 進 して いる もの とい える。その こ とは同時 に,

企 業 自 らの努 力 でIASへ の対 応 を図 ってい る ように も考 え られ る。 しか しなが

ら,企 業 が期 間損益 計算 の適正化 を図 るた め に工 事進 行基 準 の適用 を促進 し,

そ の一 方で工事期 間及 び受注 額等 によ り工事 進行基準 の適用基準 に相違 を生 じ

させ てい る。

(2)法 人税 法 と工事 進行基準

1998年 度(平 成10年 度)の 税 制改正 で は,工 事収益 の認識 に係 わ る規定 が改

正 されてい る。 それ までの法人税法 で は,工 事 収益 の認 識 に際 して,工 事進 行

基準 と工 事完成基準 の選択 適用 を認 めて きたが,税 制改 正 に よ り,長 期大規模

工事 に係 る工事収益 の認識 を工事進行 基準 による もの と した(法 人税 法 第63条

第1項)。 具体 的 には,工 事 の着 手 か ら目的物 の引渡 し期 日までの期 間が2年

以上 あ り,か つ請負金額 が50億 円以 上で あ る工事契約 の うち,請 負金額 の2分

の1以 上が 目的物 の引渡 し期 日か ら1年 を経 過 した後 に支払 われ る契約 で ない

もの につ いて は,工 事進行 基準 の適用 が強制 され る([表3]を 参照)。

こ うした法 人税 法 の改正 は,会 計基 準 の国際的 な動 向 に配慮 した ものであ り

viii)
,事 実,日 本 にお け る工 事進 行基 準 の適用 を促 進 させ て い る こ とは確 かで

あろ う。 しか し,そ の反 面,企 業会計 原則 の規 定が損失 の見込 まれ る工事 か否

か に係 わ らず,工 事 進行基準 の選択適用 を可 能 な ら しめ るの に対 して,改 正 法

人税法 で は,損 失 の見込 まれ る工事 につ いて工 事進行基準 の適用 を認 めない こ

とは,IASへ の対応 を少 なか らず 阻害す る恐 れが あ る。 また,請 負 工事 の契約



工事契約会計のIASへ の調和化に関する一考察35

期 間や受注規 模 等 に よって,工 事進 行基準 の適用 が 判断 され る とい うこ とも,

適 正 な期 間損 益計算 を歪 曲せ しめ る原 因 にな りかね ないix)。

一[表3]改 正法 人税法 にお け る工事 収益 の認識 一

摘要
適用条件 適用基準

工事の種類

① 工事の着手の日か らその工

事 に係 る契約 において定め ら

れている目的物の引渡 しの期

日までの期 間が2年 以上であ

る こ と

② 請負の対価の額が50億 円以

長期大規模工事 上 であ ること 工事進行基準

③ 工事 の契約 において,そ の

請負の対価の額の2分 の1以

上がその工事の目的物の引渡

しの期 日か ら1年 を経過 す る

日後に支払われることが定め

られていない ものである こと

工事進行基準

目的物の引渡 しが 黒字工事 また は 長期割賦販売等(法62)

長期大規模工事 翌事業年度以後 と 工事完成基準 に該当するものは延払基

以外の工事 なる工事
赤字工事

工事完成基準

準の方法を適用すること

ができる

上記以外の工事

〈引 用:武 田 【2000,147頁 】 よ り〉

4.IASへ の 対 応 の 課 題

本節 で は,こ れ までの考察 に も とつ いて,IASへ の対応 をめ ぐる 日本 の課題

につ いて指摘 してお きたい。

(1)工 事 収益 の認識 基準 と基礎 概念 の再検討

日本 の企 業会計原則 は,工 事 収益 の認識 に際 して,工 事進 行基準 と工事完成

基準 の選択 適用 を認 めて いる。 そ う した規 定の仕 方 は,IASへ の対 応 を企 業 の
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自主性 に任 せ る もの ともい える。 とはい え,企 業会計原則 の規定 内容 か らす れ

ば,但 し書 きの規 定 に よ り工事 進行基 準の適用 が認 め られ る ことか ら,企 業 会

計原則 の基 本 的な立場 と して は,工 事 進行基準 を例外 的 に規定 してい る といわ

ざる をえない。 こう した規 定の特 質 は,と りわ け,企 業会 計原則 が収 益認識 の

基本原則 を狭 義 の実現主義 に求 めてい るか らであ ろ う。

実現 主義 の解釈 は,会 計理 論上,財 貨 及 び役務 の提供 と対価(貨 幣及 び貨 幣

同等物)の 受領 を認識要件 とす る狭義 の実現主 義 と,取 引の確実性 と測定 の信

頼性 を認識 要件 とす る広義 の実現主義 とに大別 され る。実現 主義 を狭 義 に解 す

れ ば,工 事 収益 は完 成工事 の引渡 し時点で(工 事 完成基準 によって)認 識す る

のが 原則 とな る。 そ れ ゆ え,工 事 進 行基 準 は,工 事 契 約が 請負 契約 に基 づ く

「実現 可能性」 の高 い収益 で ある こ とを もって例 外 的 に規定せ ざるをえないx)。

こ う した点か ら考 える と,今 後 も狭 義の実現主 義 に よ り収益 の認識 基準 を規

定 し続 ける ことは,工 事 契約 に係 るIASへ の対応 を遅 らせ る ことにな ろ う。既

存 の規 定 をその ま まに して,企 業 の 自主性 に任せ たIASへ の対応 を図 るだ けで

な く,経 済的実質 を開示す る観 点か ら,再 度,実 現 主義 と工 事収益 の認識基準

との あ り方 を検討 す る必要が あ る。

(2)企 業会計 原則 と法 人税 法 との関係

企業会計 原則が,す べ ての請負工事 に対 して工事 進行基準 と工事完 成基準 の

選択適用 を認め てい るに も係 わ らず,実 質的 な適用 に際 して は,法 人税 法が多

大 な影響 を及 ぼ してい る。 その結果,長 期 大規模工 事 につ いて は,期 間損益計

算 の適正化 を図 るため に工事進 行基準 の適用が促 され る反 面で,工 事 契約条件

によ り工事収 益 の認 識基準 を異 な らせ る結 果 とな って いる。特 に,長 期 大規模

工 事以外 の工 事 の うち,損 失 の見込 みがあ る工事 につ いては,工 事完成 基準が

強制 的に適用 される こ とにな る。

もっ とも,法 人税 法 は,財 政 政策 的な特 別 の考慮 に・基づ いて,工 事収益 に係

る認識基準 を規定せ ざるを得 ない。 それゆ え,会 計 デ ィス クロー ジ ャ制 度の充

実や 国際的調和 化 の一層の促進 を考 える と,法 人税 法 とは別 の観点か ら,工 事
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契約 の実質 を財務 諸表 に反 映 させ るよ うな会計基 準 を設定す る こ とが重要 にな

る。そ の内容 は,工 事 収益 の認 識基準 と基礎概念 の再検討 といった こ とに も関

連 す るが,同 時 に企 業会計原則 と法 人税 法 との関係 を もっ と明確 にす る こ とも

含 め て検討 を進 める必要が あ ろ う。

(3)会 計 実務上 の対応

工 事進 行基準へ の一 元化 を図 るIASで は,狭 義 の実現 主義 の よ うに,極 めて

限定的 な認識 要件 を もって収益 の認識 を規定 して いるわけで はない。IASで は,

1989年7月 に公 表 され た 「財 務 諸表 の作 成 表示 に関す る枠組 み」 に準 拠 して,

工事 契約 の結 果が信頼性 を もって見積 もる ことがで きる ときに,工 事 進行基準

を適用 す る もの と してい る(par.22)。 そ れ ゆえ,IASへ の対 応 を図 るため に

は,工 事進行基 準 の適用 を判 断す る企業 自体 が,企 業 内部 にお け る有効 な予算

報告 システ ム を確 立す る ことが求 め られ る(par.29)。 反対 に,企 業 内部 に有

効 な予算報告 シス テム を持 た ない企業 につ いて は,そ れ に対応 すべ き予算報告

システ ムの設計 が求 め られ るxi)。

5.お わ り に

IAS11号 の視点 は,工 事 契約 の経済 的実 質 を適正 に財務 諸表 に反映 させ る こ

とにあ る。会計 基準 の国際 的調和化 や会 計情 報 の拡 充 が強 く求 め られ る現在,

その 中心 的 な役 割 を担 うIASCが,IASの 設 定 にお い てそ う した視 点 を明確 に

打 ち出 して いる こ とは極 めて重要 な こ とであ る。 しか し,そ こで問題 となるの

はや は りIASに 対 す る 日本 の対 応 であ ろ う。

本稿 の考察 で は,工 事 契約 の会計 を取 り上 げて,工 事進行基準 へ の一・元化へ

の対応 につ いて,日 本 の現状 と課 題 につ い て考 察 して きた。そ こで はIASへ の

対 応 が徐 々に進展 す る一方 で,そ れ をさ らに促 進す るため には,企 業会計 原則

や法 人税 法の改正,さ らには会計実務 上 の改 善 といった課題 が指摘 で きる。

企業会 計原則 にお ける課題 は,収 益 認識 の基 本原則 と して存在 す る実現 主義
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の再検討 であ る。 日本で は,狭 義 の実現 主義が一 般的 な見解 となってい る こと

か ら,そ う した点 を踏 まえて再検 討す る必要が あ ろ う。 また,法 人税 法 は,財

政政策 的な問題が あ るに して も,会 計基準 の 国際的調和化 を進め る上 で は,企

業 会計原則 との調整 をいか になすべ きかが課題 にな る。さ らに,会 計実務 で は,

適切 な工事進捗 度 の計算 や契約 結 果 に関す る信 頼性 あ る見積 りが 求 め られ る。

その ため有効 に機能 す る会計 シス テムが,各 企業 におい て積極 的 に整備 され な

けれ ばな らない。

注釈

i)1997年6月 に公表 された大蔵省(現 在の財務省)の 証券取引審議会 ・答 申 「証券市

場 の総合的改革一 豊かで多様 な21世 紀の実現のため に一 」 では,「 市場の グローバ

ル化 が進 む中で,…(中 略)… 金融取引 に関 して は,民 商法,税 法,会 計制度 につ

いて も,デ フ ァク ト・スタンダー ド(事 実上の基準)と い うべ き枠組みが出来上が

りつつあ り,こ れ と大 き くかい離 した仕組み をもった市場 は,市 場利用者,な かん

ず くプロの利用 者か ら見放 され てい くことにな りかねない。」 として,金 融証券市

場の グローバル化 に対応 した会計基準の設定 を強 く求めてい る。

また,金 融証券市場が大 きく変化す る中で,日 本では21世 紀 に向けた金融制度改

革が推進 され,金 融証券市場の インフラ及びルー ルの整備 を進 めるため に,デ ィス

クロージ ャー制度の充実や会計基準 の国際的調和化が進め られた。

ii)工 事契約 に関す るIAsは,1979年3月 に公表 された旧IAs11号 「工事契約 の会計」

に始 まる。 旧IAS11号 は,そ の後,E32号(1989年1月)と 趣 旨書(1990年7月)

に基づいて改訂 され,現 在 のIAS11号 「工事 契約」(1993年 改訂版)に 至 る。

iii)IAS11号 では建 設工事 に関す る役務 給付 もその適用範 囲に含 める。 その他 の役務

給付 についてはIASI8号 「収益」が適用 され る。 なお,IASI8号 の改訂で は,役 務

給付 に係 る収益 の認識基準 をIASll号 に統合す る ことが検討 された(澤 【1993,69

頁】)。

iv)旧IASll号 では,工 事完 成基準 と工事 進行基準の選択適用が認め られていた。 ま

た,工 事進行基準の適用 は,工 事契約の結果が信頼性 を もって見積 ることがで きる

場合 に限 られていた。改訂前後の規定の相違 については,大 野 【1995,IOO頁】 を参

照せ よ。

v)広 瀬 【1999,9頁 】 を参照。
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vi)週 間 「経 営財 務 」 編 集部 【2000】 を参 照 。

vii)工 事 収 益 お よ び そ れ 以 外 の 会 計 処 理 の 変 更 理 由 に つ い て は,小 谷 ・河 内 山

【2000,22頁 一23頁 】 を参照 せ よ。

viii>武 田 【2000,148頁 】 を参 照 。

ix)武 田 【2000,153頁 】 を参 照 。

x)広 義 の実 現 主 義 を も と に,工 事 進 行 基 準 を実 現 主 義 の枠 内 で捉 え よ う とす る見 解

もあ る。 そ う した 見解 につ い て は,山 桝 ・鴬村 【1988,38頁 】 を参 照せ よ。

xi)具 体 的 に は,工 事 契 約 ご との工 事 収 益 と原価 の 見積 計 算,実 績 の把 握 及 び 関連 す

る計 画 と管 理 に関 す る シス テ ム の整備 が必 要 に な る(徳 永 【1995,183頁 】)。
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